
日没が早まるこれからの季節、夕暮れ時からの
薄暮時間帯に歩行者が車にはねられて亡くなる交
通死亡事故が増加する傾向にあります。

全ての道路利用者が安全な行動を心がけ交通事
故防止に努めましょう！

〇午後４時から前照灯を点灯する
「ライト４運動」実施中です。

・ドライバーの方は

「原則ハイビーム」
・歩行者の方は

「反射材の着用」
を徹底し、事故防止に努めましょう。

○警察では、

・「＋」から始まる国際電話番号から電話をすること
・SNSでの連絡や、テレビ電話を使って警察手帳や逮捕状
画像を送信すること
・逮捕を免れるための金銭等の要求をすること
は絶対にしませんので注意してください。

・警察官等をかたり、現金等をだまし取る手口による被害が増加しています。

・警察官を名乗る者から捜査対象になっている等と言われた場合は詐欺を疑
い、警察相談電話「♯９１１０」にご相談ください。
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